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会計監査人の異動について 

 

 当社は、平成 18 年 5 月 26 日開催の取締役会において、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の第 41

回定時株主総会に会計監査人の選任議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 

 

記 

 

1．異動の内容及び理由 

   現在の会計監査人中央青山監査法人は、平成 18 年 5 月 10 日付で金融庁より平成 18 年 7

月 1 日から同年 8月 31 日までの 2ヶ月間の業務停止処分を受け、会計監査人の資格を失い

ますが、同監査法人は、当社の会計監査人といたしましては、公正かつ独立した立場で監査

を行っており、今回の行政処分を真摯に受け止め、再発防止に向けた全面的な法人改革を表

明しております。当社は引き続き中央青山監査法人が適任であると考え、業務停止期間経過

後である平成 18 年 9 月 1 日をもって、中央青山監査法人を当社の会計監査人として改めて

選任することを株主総会に提案いたします。 

   なお、同監査法人の業務停止期間中の監査につきましては、当社監査役会において同監査

法人以外の「一時会計監査人（仮会計監査人）」の選任を検討しております。 

 

2．会計監査人候補者 

名 称 ： 中央青山監査法人 

事務所の所在地 ： 東京都千代田区霞ヶ関三丁目 2番 5 号 

異動予定年月日 ： 平成 18 年 7 月 1 日 資格喪失により退任（予定） 

平成 18 年 9 月 1 日 就任（予定） 

b．  

c． 以 上 


